
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正の概要

背景

• 2023年7月以降、民間ゼロゼロ融資の返済が本格化していることも踏まえ、問題を先送りせず、金融機関による経営改善・事業
再生支援の一層の推進を図る必要

①経営改善・事業再生支援等の本格化への対応

コロナ禍の資金繰り支援フェーズから事業者の実情に応じた経営改善・事業再生支援フェーズへの転換

②一歩先を見据えた早め早めの対応の促進

1. 事業者の現状のみならず、状況の変化の兆候を把握し、
一歩先を見据えた対応を求める

2. 状況の悪化の兆候がある事業者に、正確な状況認識を促
すとともに、プッシュ型で提供可能なソリューションを示し、
早め早めの対応を促すよう求める

3. 信用保証付融資が多い事業者やメインでない事業者等へ
の支援について、信用保証協会や他の金融機関との早め
の連携を求める

③顧客に対するコンサルティング機能の強化

1. 事業再生ガイドライン等、提案するソリューションの充実を求
める

2. 早期の経営改善に関する計画策定等のソリューションを、
公的制度も活用しながら提案し、その実行状況を継続的
かつ適切にモニタリングするよう求める

3. 政府系金融機関・支援専門家(税理士、弁護士等)・支
援機関(中小企業活性化協議会等)との連携を求める


